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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
「
独
立
行
政
法
人
の
制
度
及
び
組
織
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
期
間
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し
に
係
る
閣
議
決
定
と
し
て
は
、
「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
」
（
平

成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
、
「
行
政
改
革
の
重
要
方
針
」
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
、

「
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
の
策
定
に
係
る
基
本
方
針
」
（
平
成
十
九
年
八
月
十
日
閣
議
決
定
）
、
「
独
立
行
政
法

人
整
理
合
理
化
計
画
」
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
整
理
合
理
化
計
画
」
と
い
う
。
）
、
「
独
立

行
政
法
人
等
の
役
員
人
事
に
関
す
る
当
面
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
、
「
独

立
行
政
法
人
の
契
約
状
況
の
点
検
・
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
等
が
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
独
立
行
政
法
人
の
制
度
及
び
組
織
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
本
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
整
理
合
理
化
計
画
の
考
え
方
も
踏
ま
え
つ
つ
、
現
行
の
独
立
行
政
法
人
制

度
と
全
て
の
独
立
行
政
法
人
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
抜
本
的
か
つ
一
体
的
な
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
整
理
合
理
化
計
画
は
、
「
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月

二
十
五
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
抜
本
的
な
見
直
し
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
凍
結
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
廃
止

す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
閣
議
決
定
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

第
百
六
十
九
回
国
会
に
提
出
し
た
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
「
旧
法
案
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
は
、
監
事
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
監
事
の
任
期
を
、
任
命
後
四
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う

ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
の
承
認
の
時
ま
で
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
監
事
の
機
能
強
化
の
一
環
と
し
て
、
監
事
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
具
体
的
な
任
期
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

旧
法
案
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
業
績
評
価
の
内
容
及
び
質
の
統
一
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
客
観
性
、

厳
格
性
を
高
め
る
た
め
、
内
閣
全
体
と
し
て
一
元
的
な
評
価
機
関
に
よ
り
評
価
す
る
仕
組
み
に
改
め
、
主
務
省
に
置
か
れ
る

二



独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
総
務
省
に
置
か
れ
る
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
を
廃
止
し
、
新
た
に
総
務

省
に
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
政
策
の
責
任
主
体
た
る
主
務
大
臣
が
目
標
を
設
定
す
る
も
の
の
、
自
ら
評
価
を
行
わ
な
い
と

い
う
現
行
制
度
を
見
直
し
、
政
策
実
施
機
関
と
し
て
の
法
人
の
役
割
が
的
確
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
主
務
大
臣
に
よ
る
実
効

的
で
一
貫
性
の
あ
る
目
標
・
評
価
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
業
績
評
価
の
主
体
を
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
政

策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
か
ら
主
務
大
臣
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
が
行
う
法
人
の
中
期
目
標
の
設

定
や
中
期
目
標
期
間
の
業
績
評
価
等
の
中
立
性
及
び
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
業
績
評
価
等
に
つ
い
て
国
民
目
線
か
ら
点

検
を
行
う
第
三
者
機
関
を
制
度
所
管
府
省
に
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
第
三
者
機
関
を
設
置
す
る
制
度
所
管
府
省
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
三
法
人
の
機
能
の
国
へ
の
移
管
に
際
し
、
必
要
に
応
じ
て
定
員
の
増
減
等
の
審
査

が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
定
員
に
係
る
措
置
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
三
法
人
の

平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
現
在
の
常
勤
の
役
職
員
数
は
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
役
員
四
名
及
び
職
員
百
二

三



十
八
名
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
が
役
員
二
名
及
び
職
員
四
十
三
名
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
が
役

員
二
名
及
び
職
員
四
十
二
名
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
国
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
国
の
統
計
に
係
る
製
表
事
業
等
を
確
実
か
つ
正

確
に
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
整
理
合
理
化
計
画
に
お
い
て
非
公
務
員
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

経
緯
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
役
職
員
の
身
分
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
早
急
に
結
論
を
得
る
予
定
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
に
つ
い
て
は
、
廃
止
に
向
け
、
今
後
と
も
大
阪
府
と
の
間
の
財
産
関
係
の
整

理
に
関
す
る
協
議
が
整
う
よ
う
最
大
限
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
に
つ
い
て

本
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
に
新
た
な
法
人
制
度
及
び
組
織
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
つ
い
て
は
、
固
有
の
根
拠
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ

る
法
人
と
す
る
ま
で
に
、
職
員
の
処
遇
に
係
る
制
度
設
計
等
国
家
公
務
員
の
身
分
に
関
連
し
た
制
度
等
に
関
す
る
課
題
を
整

四



理
し
た
上
で
、
職
員
の
非
公
務
員
化
に
伴
う
問
題
の
解
決
に
向
け
た
所
要
の
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
農
林
物

資
や
飼
料
の
製
造
業
者
へ
の
立
入
検
査
な
ど
、
停
滞
が
許
さ
れ
ず
、
か
つ
、
公
権
力
の
行
使
を
伴
う
事
務
・
事
業
を
実
施
し

て
い
る
こ
と
、
本
基
本
方
針
に
お
い
て
「
国
の
判
断
と
責
任
の
下
で
、
国
と
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
確
実
・
正
確
な
執

行
に
重
点
を
置
い
て
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人
」
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等

を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
役
職
員
の
身
分
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
の
全
額
政
府
出
資
の
特
殊
会
社
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、「
特
別
会
計
改
革
の
基
本
方
針
」

（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
を
廃
止
し
、
独
立
行
政
法
人
改
革
の
結

果
で
あ
る
新
法
人
と
し
て
の
日
本
貿
易
保
険
に
移
管
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十
五
年
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
な
貿
易
保
険
制
度
の
設
計
を
行
っ
た
上
で
、
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
の
廃
止
等
を

実
施
す
る
た
め
の
法
律
案
と
併
せ
て
、
同
年
の
通
常
国
会
に
所
要
の
法
律
案
を
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。五



十
三
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
に
つ
い
て
は
、
国
際
条
約
に
基
づ
く
査
察
へ
の
対
応
や
消
費
生
活
用
製
品
安
全

法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
製
品
事
故
の
原
因
究
明
な
ど
、
停
滞
が
許
さ
れ
ず
、
か
つ
、
高
度
な
公

平
性
・
中
立
性
が
要
求
さ
れ
る
事
務
・
事
業
に
加
え
、
立
入
検
査
業
務
と
い
っ
た
公
権
力
の
行
使
を
伴
う
事
務
・
事
業
を
実

施
し
て
い
る
こ
と
、
本
基
本
方
針
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
役
職
員

の
身
分
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
四
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
に
公
表
さ
れ
た
「
空
港
経
営
改
革
の
実
現
に
向
け
て
（
空
港
運
営
の
あ
り
方
に
関
す
る
検

討
会
報
告
書
）
」
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
平
成
三
十
二
年
度
中
を
目
途
に
国
が
管
理
す
る
空
港
全
て
の
経
営
改
革
を
実
現

す
る
こ
と
を
基
本
目
標
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
度
以
降
順
次
民
間
委
託
等
を
進
め
る
よ
う
提
言
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
に
つ
い
て
は
、
今
後
こ
の
提
言
を
踏
ま
え
た
改
革
を
進
め
て
い
く
中
で
、
福
岡
空

港
の
周
辺
環
境
対
策
を
新
た
な
空
港
運
営
主
体
に
移
管
す
る
方
向
で
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
五
に
つ
い
て

六



独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
の
解
散
及
び
こ
れ
に
伴
う
指
定
法
人
制
度
の
創
設
に
係
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
四
年
二
月
下
旬
に
国
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

十
六
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び

安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
に
基
づ
く
我
が
国
の
責
務
を
果
た
す
た
め
、
停
滞
が
許
さ
れ
な
い
事
務
・

事
業
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
、
本
基
本
方
針
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続

き
役
職
員
の
身
分
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
な
見
直
し
に
お
い
て
、
「
従
来
の
独
立
行
政
法
人
の
改
革
は
抜
本
的
な
見
直
し
と
し

て
徹
底
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
く
、
国
民
の
不
信
感
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府

と
し
て
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
下
、
全
て
の
独
立
行
政
法
人
の
全
事
務
・
事
業
及
び
全
資
産
を
見
直
し
て
「
独
立
行
政
法
人

の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
閣
議
決
定
）
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
取
組
を

着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
、
今
般
、
現
行
の
独
立
行
政
法
人
制
度
と
全
て
の
独
立
行
政
法
人
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
抜

七



本
的
か
つ
一
体
的
に
見
直
し
を
行
い
、
本
基
本
方
針
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
整

理
合
理
化
計
画
の
考
え
方
も
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八


